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資料２－６ 

法令に基づく製品の成分表示について 
 

１． 成分表示規定の概要  

一般消費者等が使用する製品について、成分名に係るラベル表示規定の概要を表 1～表 

3 に示す。なお、食品衛生法等、いくつかの法令においては、成分名のみの表示であり、含有

率の表示義務がない。 

 

表 1 各法令における表示規定があるPRTR対象化学物質の数 

表示規定があるPRTR対象
化学物質の数 

法律名 表示対象品目の例 
物質名 
として 

グループ名
として 

1 家庭用品品質表示法 合成洗剤 6 10

2 食品衛生法 食品添加物を含む食品 2 51

3 農薬取締法 除草剤 131 - 

4 肥料取締法 肥料 2 - 

5 薬事法 医薬品 3 - 

6 毒物及び劇物取締法 毒物 106 - 

7 
化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律 

金属加工油 4 - 

8 消防法 危険物 3 150

9 火薬類取締法 打揚げ煙火 5 - 
注：各法令における表示対象物質選定方法等の規定の仕方が異なるため、対応するPRTR対象化学物質の数は設定する条件によ

り変動する。 

 

表 2 各法令における成分名の表示例 

表示すべき成分名の例 
法律名 

物質名 グループ名 

1 家庭用品品質表示法 
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 
ポリオキシエチレンアルキルエーテル 

有機溶剤 
顔料 

2 食品衛生法 アセトアルデヒド、ベンズアルデヒド 
エステル類 
フェノール類 

3 農薬取締法 パラコート、フェニトロチオン - 

4 肥料取締法 亜鉛、銅 - 

5 薬事法 ホルマリン、クレゾール石鹸液 - 

6 毒物及び劇物取締法 ヒドラジン、水銀 - 

7 
化学物質の審査及び製造
等の規制に関する法律 

トリクロロエチレン 
トリブチルスズ=クロリド 

- 

8 消防法 過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類 
第一石油類 
アルコール類 

9 火薬類取締法 トリニトロトルエン、ピクリン酸 - 
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表 3 各法令における成分表示等の特徴 

法律名 特徴 

1 家庭用品品質表示法 
表示対象品目や含有率が一定の条件を満たす場合に限
って成分名等を表示 

2 食品衛生法 
使用が認められている食品添加物について、物質名の表
示規定はあるが、含有率の表示規定はない 

3 農薬取締法 
家庭園芸用で使われるものは約 30物質に限られる 
洗浄剤等の商品に比べると、扱う人が限られる 

4 肥料取締法 物質ごとに含有率の表示規定がある 

5 薬事法 
化粧品は配合成分をすべて表示する規定があるが、含有
率の表示規定はない 

6 毒物及び劇物取締法 
購入や使用には制約が大きく、一般消費者が扱うケース
は非常に少ない 

7 
化学物質の審査及び製造等の
規制に関する法律 

金属洗浄剤や漁網防汚剤が主な用途であり、一般消費者
が扱うケースは非常に少ない 

8 消防法 
物質名まで表示するのは、酸化性固体（激しい燃焼を起
こさせる薬剤）に限られ、一般消費者が扱うケースはほと
んどない 

9 火薬類取締法 
がん具用花火は、一般消費者に広く扱われることが考え
られ、物質の種類ごとに含有率の表示が規定されている 
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２． ラベル表示の具体例  

各法令の規定に基づくラベル表示の具体例を以下に示す。 

 
出典：家庭用品品質表示法「雑貨工芸品品質表示規程」 

（経済産業省；http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/hinpyo/i_zakka/zakka_top.htm） 

図 １ 家庭用品品質表示法に基づく成分等の表示例 

 

 
出典：三重県ホームページ 

（http://www.pref.mie.jp/yakumus/shokuhinsoudan/syokuhinhyouji/hyoji-kan/syoku-hyoji/index.htm） 

図 ２ 食品衛生法に基づく成分等の表示例 
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出典：北海道旭川市ホームページ 
（http://210.148.92.65/files/nougyousinkou/topics/nouyaku1.htm） 

図 ３ 農薬取締法に基づく成分等の表示例 

 

 

出典：独立行政法人 肥飼料検査所（http://ffis.go.jp/sub7/obj/sub5.pdf） 

図 ４ 肥料取締法に基づく成分等の表示例 
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出典：ファイザー製薬株式会社ホームページ 

（http://www.pfizer.co.jp/pfizer/consumer/documents/aneton_i_tac.pdf） 

注：本表示例は“総合感冒薬”の添付文書のうち、成分表示に係る事項以外については一部省略した。 

図 ５ 薬事法に基づく成分等の表示例 

 

 

出典：関東化学株式会社（http://www.kanto.co.jp/houki/pdf/houki02.pdf） 

図 ６ 毒物及び劇物取締法に基づく成分等の表示例 
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出典：国立医薬品食品衛生研究所 （http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/katei/manu/boushuzai/boushuzai.pdf） 

図 ７ 消防法に基づく成分等の表示例 

 

 

 

 


